
令和７年 10 月 5 日更新 

赤岩宿再生事業（キッチンコンテナ） 出店希望者募集要項 

本実施要項の内容・条件を十分にご確認いただき、出店を希望される方は、 

申込フォームより必要書類を添えてご申請ください。 

 

１． 事業概要 

本事業は、千代田町赤岩宿に設置されたユニットハウス型の「キッチンコンテナ」）を活用し、 

地域のにぎわい創出および関係人口の拡大を目的とした取り組みです。平常時には 

飲食・物販・観光拠点として、災害時には炊き出し等の避難所支援施設として活用される 

多機能型施設です。 

 

２．事業目的 

・関係人口の創出拡大 

・地域資源の有効活用と持続可能なまちづくり 

・空き家の利活用による地域活性化 

・地域に根ざした事業者の育成と定着 

 

３．施設概要 

・施設名：  赤岩宿キッチンコンテナ 

・所在地：  群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字中宿南 149-1(赤岩交差点付近) 

・構造：    ユニットハウス型キッチンコンテナ 

・店舗面積： 約５６㎡（間口約 2.6ｍ、奥行約 5.3ｍ） 

・主な設備： 上下水道、電気、プロパンガス、調理作業台、冷凍冷蔵庫、二層シンク、 

ガスコンロ、フライヤー、空調設備、水洗トイレ、テーブル、椅子 

  

４．応募要件 

  (1)出店対象者  以下の条件を全て満たす方を対象とします。 

ア） 災害時の炊き出し支援にご協力いただける方 

イ） 地域イベント等に積極的に参加・協力いただける方 

ウ） 飲食業を中心とした事業展開を予定されている方 

エ） 必要な免許・資格（例：食品衛生責任者）を取得済みの方 

オ） 家賃および保証金の支払い能力がある方 

カ） 契約時に連帯保証人を確保できる方 

  キ） 赤岩宿キッチンコンテナ出店細則にご同意いただける方 



 (2)出店対象外 

次に該当する業種・行為は対象外となります。 

ア） 法令違反、政治・宗教活動 

イ） 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供 

ウ） 騒音・悪臭など周辺環境を著しく損なう行為 

エ） 暴力団等の反社会的勢力との関与 

オ) 公序良俗に反する行為 

        

５．契約期間 

   原則１年間 （令和８年４月開始予定） 

契約延長をご希望の場合は、契約満了日の 60 日前までに変更申請書をご提出 

ください。承認された場合に限り、通算 3 年を超えない範囲で延長可能です。 

   契約期間の短縮をご希望の場合は、退去希望日の６０日前までに変更申請書を 

ご提出ください。 

 

６．費用負担 

・家賃 （光熱費・共益費込み） 

初年度 ： ５０,000 円/月 

2 年目 ： 60,000 円/月 

3 年目 ： 70,000 円/月 

・駐車場代       :  2,500 円/月 （１台分） 

・保証金 ： 50,000 円（退店時の清掃・修繕費に充当、残金は無利息で返還） 

 

７．選考方法 

 千代田町内での開業・起業意志がある方を優先いたします。 

・一次審査： 申込書類による書類選考 

・二次審査： 面接（事業計画、熱意、地域貢献意欲など） 

           ※上記の審査により出店する候補者を決定します。                                

 

８.申し込み方法 

（１）申込み期間：  令和７年 11 月 25 日（火） 17:00 まで 

（２）提出物     ①出店申請書 

②暴力団排除に関する誓約書（写し） 

            ③納税証明書（住民税等を完納していることを証する書類） 

（法人の場合は法人および代表者の住民税等を完納していることを証する書類） 

              ④必要資格証（写し）  例：食品衛生責任者 



(３)提出方法 ：  下記申込フォームより申請してください。 

（申込フォーム） 

                

※千代田町役場に直接持参していただいても受け付けします。 

（持参書類の返却は致しません。）      

千代田町役場２Ｆ 総合政策課まちづくり戦略室 （担当：伊藤・笈沼） 

〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩１８９５番地の１ 

受付時間：平日 9:00～17:00 まで（土日祝除く。） 

                  

９．出店細則（遵守事項） 

・キッチンコンテナの使用について常に善良な管理者の注意をもって運営すること。 

・利用者及び周辺住民に配慮し、公序良俗に反する行動をしないこと。 

・来客者との良好なコミュニケーションを心がけ、商品提供に先立ち、笑顔と人柄で 

信頼を築くこと。  

・商品・営業形態の変更は事前承認制 

・週４日以上営業、１日４時間以上（9:00～21:00 まで） 

・居住は禁止 

・店舗の管理は出店者が行い、ゴミについては法令に従って分別して捨てること。  

・感染症等拡大防止対策を十分に行うこと。 

・毎月の売上金額を翌月の 10 日までに報告すること。  

・設備故障は協議、故意・過失による破損は自己負担 

・権利譲渡不可、虚偽記載禁止 

・その他、町の指示等に従うこと。  

   

１０．お問い合わせ 

  下記の QR コードを読み取りの上、専用フォームよりお問合せください。 

               （お問合せフォーム）  

 

   

    

                                                                   

 

    


